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１． 事業者名 遠鉄建設株式会社

２． 代表者氏名 代表取締役　平野 昌利

３． 所在地 （本社事務所） 〒430-0905　浜松市中区下池川町60番地の1
（倉庫） 〒 430-0838　浜松市南区鼠野町221番地の1

４． 事業活動 建設業（土木・建設・電気・管工事業の施工及び設計、管理）、不動産業

５． 従業員数 ８６名

６． 資本金 1億円

７． 環境管理責任者　 中川　虎之介
連絡担当者 松田　佳奈

８． 連絡先 TEL　（053）478-2222 FAX　（053）478-2233
E－ｍａｉｌ：　nakagawa_teken@eken.jp
URL：https://www.entetsukensetsu.co.jp/

９． 建設業許可
① 許可番号 静岡県知事許可　（１）　第２７０５０号
② 許可の有効期間 2020年1月13日　から　2025年1月12日　まで
③ 建設業の種類 特定建設業

土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、屋根工事業
電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、塗装工事業、
防水工事業、内装仕上工事業、建具工事業、水道施設工事業、解体工事業

一般建設業
機械器具設置工事業、消防施設工事業

１０． 宅地建物取引業免許 県知事（4）第12073号

１１． 事業の規模
① 設立 1979年4月
② 事業規模

単位 2019年度 2020年度 202１年度 2022年度

百万円 5,624 4,419 5,932 5,819

人 72 71 80 86

ｍ2 225 225 225 225

ｍ2 77 77 77 77

１２． 事業年度　　
４月１日～翌年３月３１日

１３． レポートの運用期間及び発行日
① 環境経営レポート運用期間（２０２２年４月１日～２０２３年３月３１日）
② 環境経営レポート発行日（２０２３年　月　日）

１４． 認証・登録の対象範囲

全活動・全組織
① 活動：建設業（土木・建設・電気・管工事業の施工及び設計、管理）、不動産業
② 対象組織：本社（建築部、工事部、営業部、総務部）倉庫

倉庫床面積

Ⅰ　組織の概要

活動規模

売上高

従業員

事務所床面積

遠鉄建設

建設本部

総務部 営業部

建築部 工事部
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作成日：2023年4月1日
作成者：中川　虎之介

＜環境管理組織における機能＞
経営責任者

① 環境経営全般に対しての責任と権限
② 環境方針の作成と社員への周知
③ 環境管理責任者の任命
④ 実施体制の構築
⑤ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする
⑥ 全体の評価と見直し

環境管理責任者
① 環境経営活動の推進
② 環境経営目標及び環境経営計画の作成
③ 環境経営推進会議の実施
④ 経営者への進捗報告

EA-21活動事務局
① 各部門のデータのまとめ
② 環境経営計画の予実績管理
③ 環境負荷・環境への取組みの自己チェックの実施
④ 環境管理責任者補佐
⑤ 環境関連法規等最新版管理
⑥ 文書・記録の管理

各部門
① 環境経営計画の実施
② 月別部門データの集計・報告
③ 問題点の把握と是正の実施
④ 推進会議の出席
⑤ 従業員教育

工事部長総務部長 営業部長

エコリーダー

建築部長

総務担当者

Ⅱ　実施体制

経営責任者

エコリーダー

（代表取締役）
平野 昌利

環境管理責任者
（総務課長）

中川　虎之介

エコリーダー エコリーダー

統括エコリーダー
（常務取締役）
建設本部長

EA21活動事務局

２



《環境理念》

《環境経営方針》

1.

2.

3.

4.

5.

制定年月日 2021年4月1日

遠鉄建設株式会社

代表取締役 平野 昌利

Ⅲ　環境経営方針

　私たちは地域とともに歩む遠鉄グループの建設会社として地域の皆様が
安心して暮らせるよりよい環境をつくるため事業活動における環境負荷の
削減に努めます。

環境に配慮した自社の取り組みに努めます。

二酸化炭素、廃棄物、水使用量の削減に努めます。

適用される環境法規の遵守に努めます。

社会貢献活動に取り組みます。

環境経営の継続的改善に努めます。

３



１．（2022年4月〜2023年3月）の環境経営目標

基準年度

2020年4月
〜

2021年3月

基準値 目標削減率 目標値

kg‐CO2 134,759 -2% 132,064

kWh 48,253 -2% 47,288

Ｌ 48,636 -2% 47,664

㎥ 52 -2% 51

kg‐CO2 52,970 -2% 51,911

kWh 114,863 -2% 112,566

Ｌ 357 -2% 350

Ｌ 47 -2% 46

一般廃棄物 kg 6,500(※1) -1% 6435.00

産業廃棄物 ｔ 5,694 -2% 5,580

産業廃棄物リサイクル率 % 94.0 90%以上 90%以上

㎥ 1,885 -2% 1,847

環境に配慮した商品の提案（照明他) 未実施 実施するよう努める 実施するよう努める

環境に配慮した工事計画の検討（防音他） 未実施 実施するよう努める 実施するよう努める

１．

※1 「一般廃棄物」の基準値は、2022年度の数値とする　

２．中期の環境目標

　基準年度　　　

2020年度 2022年度 2023年度 2024年度

2020年4月
〜

2021年3月

2022年4月
〜

2023年3月

2023年4月
〜

2024年3月

2024年4月
〜

2025年3月

kg‐CO2 134,759 -2% -3% -4%

kWh 48,253 -2% -3% -4%

Ｌ 48,636 -2% -3% -4%

㎥ 52 -2% -3% -4%

kg‐CO2 52,970 -2% -3% -4%

kWh 114,863 -2% -3% -4%

Ｌ 357 -2% -3% -4%

Ｌ 47 -2% -3% -4%

一般廃棄物 134759 6,500(※1) -1% -2% -3%

産業廃棄物 ｔ 5,694 -2% -3% -4%

産業廃棄物リサイクル率 % 94.0 90%以上 90%以上 90%以上

㎥ 1,885 -2% -3% -4%

環境に配慮した商品の提案（照明他) 未実施
実施するよう努め

る
実施するよう努め

る
実施するよう努め

る

環境に配慮した工事計画の検討（防音他） 未実施
実施するよう努め

る
実施するよう努め

る
実施するよう努め

る

㎞/Ｌ 15.07(※2) ＋1％ ＋2％

１． 「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2019年度実績）の調整後排出係数「0.452㎏-CO2/kWh」を使用した。

※2 「車両燃費削減の基準値は、2022年度の数値とする

＜備考＞

項目 単位

二酸化炭素排出量削減（事務所）

二酸化炭素排出量削減（建設現場）

車両燃費の増加

目標年度

廃棄物排出量削減

環境に配慮した自社
の取り組み

環境に配慮した自社
の取り組み

＜備考＞

「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、中部電力（2019年度実績）の調整後排出係数「0.452㎏-CO2/kWh」を使用した。

水使用量削減

二酸化炭素排出量削減（事務所）

二酸化炭素排出量削減（建設現場）

廃棄物排出量削減

水道使用量削減

電力

ガソリン

都市ガス

電力

ガソリン

軽油

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間

2022年4月〜2023年3月

電力

ガソリン

都市ガス

電力

ガソリン

軽油

４



① 執務室の昼休み、外出時の消灯

② 会議室・トイレの消灯

① 使用していない部屋の空調停止

② 空調の適温化

③ フィルター定期清掃

④ クールビズ・ウォームビズの実施

① 使用していない機器の電源オフ

② 定期清掃

① エコドライブ

② エコ整備

③ 定期点検の実施

① コピー用紙の両面使用

② 文書の電子化

③ 両面・集約印刷

④ FAXのPDF化

⑤ 古紙回収

備品 ① 再使用・リサイクルしやすい商品の購入促進 総務部長

① 一般ごみの分別・計量・削減 総務部長

② 産業廃棄物の分別・計量・削減 各部長

水使用量削減 上水 ① 節水の励行 総務部長

① 環境に配慮した商品の提案（照明他)

② 環境に配慮した工事計画の検討（防音他）

① 周辺清掃

② 地域貢献活動

随時

毎日

毎月１日

毎日

毎月１日

随時

毎日　毎月　3か月ごと

随時

随時

2か月に1回

随時

週1回

随時

随時

毎日

毎日

毎日

月１回

毎日

年1回

8月初旬実施

資源
用紙

フロア責任者

フロア責任者

廃棄物

建築部長
工事部長

総務部長

空調

機器

照明

ガソリン
　・

軽油

ボランティア
担当者

車両担当者

購入電力

地域貢献

廃棄物排出量
削減

環境に配慮した自社の取り組み

Ⅴ　環境経営計画

（運用期間：2022年4月～2023年3月）

責任者

二酸化炭素排
出量削減

活動項目

社用車

総務部長

総務部長

スケジュール
目標 区分 項目

毎日

４月～３月

毎日

毎日

５



① 運用期間（2022年4月〜2023年3月）の環境経営目標の実績
基準期間

2020年度

基準値
目標

削減率
目標値

実績
削減率

実績値 評価

kg‐CO2 134,759 -2% 132,064 12.0% 150,873 ×

kWh 48,253 -2% 47,288 0% 48,209 ×

Ｌ 48,636 -2% 47,664 15% 56,038 ×

㎥ 52 -2% 51 -23% 40 〇

kg‐CO2 52,970 -2% 51,911 16.1% 61,483 ×

kWh 114,863 -2% 112,566 -44.8% 63,453 〇

Ｌ 357 -2% 350 -5% 340 〇

Ｌ 47 -2% 46 27024% 12,810 ×

一般廃棄物 ㎏ 6,500.00 -1% 6,435 -50% 3270.00 〇

産業廃棄物 ｔ 5,694 -2% 5,580 -33% 3,830 〇

産業廃棄物リサイク
ル率

% 94.0 90%以上 90%以上 97.4 ○

1,885 -2% 1,847 -16.0% 1,584 〇

環境に配慮した商
品の提案（照明
他)

実施するよう努める 実施するよう努める 実施した 〇

環境に配慮した工
事計画の検討（防音
他）

実施するよう努める 実施するよう努める 実施した 〇

＜備考＞

＜評　価＞

原因

是正

原因

是正

原因

是正

原因

是正

環境に配慮した自
社の取り組み

電力

ガソリン

都市ガス

電力

ガソリン

軽油

水使用量の削減

軽油

大雨により、発電機が必要な大型水中ポンプを2か月間使用したため
燃料の軽油の資料量が増えた。

省エネ発電機を使用するよう努める

1．実績削減率＝[（実績値－基準値）/基準値]×100

２．(評価について）　目標値に対し、達成を○、未達成を×とした。

電力

①事務所前年同様の使用料となった。
　　現場は使用する時間を減らすなど工夫し、大幅な削減となった。

②引き続き外出時の消灯、エアコンの適性温度管理を行っていく。

ガソリン

①従業員数の増加、浜松市外の現場が増えたことによる
　　ガソリン使用量の増加。

②エコドライブの徹底を呼び掛ける。燃費についても把握していく。

二酸化炭素排出量
（事務所） エコドライブのさらなる推進とトランスログ導入車両の台数を増やして対応してい

く。

要員の増加のため、使用電力が微増し、ガソリンの資料量が増加した

二酸化炭素排出量（事務所）

二酸化炭素排出量（建設現場）

廃棄物排出量

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目 単位

運用期間

2022年4月
〜

2023年3月

６



今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 執務室の昼休み、外出時の消灯 ○ 徹底されていた 継続実施

② 会議室・トイレの消灯 ○ 徹底されていた 継続実施

① 使用していない部屋の空調停止 ○ 徹底されていた 継続実施

② 空調の適温化 ○ できた 継続実施

③ フィルター定期清掃 ○ 実施した 継続実施

④ クールビズ・ウォームビズの実施 ○ 徹底されてた 継続実施

① 使用していない機器の電源オフ ○ 実施した 継続実施

② 定期清掃 ○ 実施した 継続実施

① エコドライブ △ さらに取り組みが必要 継続実施

② エコ整備 ○ 実施されていた 継続実施

③ 定期点検の実施 ○ 実施されていた 継続実施

④ トランスログ搭載車両の推進 ○ 実施されていた 継続実施

① コピー用紙の両面使用 ○ 実施されていた 継続実施

② 文書の電子化 ○ 実施されていた 継続実施

③ 両面・集約印刷 △ さらに取り組みが必要 継続実施

④ FAXのPDF化 △ さらに取り組みが必要 継続実施

⑤ 古紙回収 ○ 実施されていた 継続実施

備品 ⑤ 再使用・リサイクルしやすい商品の購入促進 総務部長 ○ 実施されていた 継続実施

① 一般ごみの分別・計量・削減 総務部長 ○ 実施されていた 継続実施

② 産業廃棄物の分別・削減 各部長 ○ 実施されていた 継続実施

水使用量削
減

上水 ① 節水の励行 総務部長 △ まあまあできた 継続実施

① 環境に配慮した商品の提案 ○ 実施されていた 継続実施

② 環境に配慮した工事計画の検討 ○ 実施されていた 継続実施

① 周辺清掃 ○ 実施されていた 継続実施

② 地域貢献活動 ○ 実施されていた 継続実施

＜備考＞
　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

社用車 車両担当者

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

評　価

（運用期間：2022年4月～2023年3月）

目標 区分 項目 活動項目 責任者

総務部長

二酸化炭素
排出量削減

購入電力

フロア責任者

空調

フロア責任者

総務部長

機器 総務部長

廃棄物排出
量削減

資源

用紙

廃棄物

ガソリン
　・

軽油
・

車両燃費

照明

建築部長
工事部長

地域貢献
ボランティア

担当者

環境に配慮した自社の取
り組み

７



１． 環境関連法規の遵守状況
　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

改正状況等確認日・評価日　2023年　7月　5　日
評価者　環境管理責任者　中川　虎之介

条項 適用内容または規制基準値 備考 遵守評価

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm
以上掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止

○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条第9・10項
産業廃棄物多量排出事業者の処理計画及び実施状況報
告

6月30日までに許可賢者に報告(千年度排出量が1,000t超え
た場合) 〇

第12条の2第8項 特別管理産業廃棄物管理責任者の専任者を専任する 松永　俊文を専任 〇

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施
運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日
以内）の期間内返却

○

第14条第1項 産業廃棄物の収集運搬業の許可 県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第14条の2 産業廃棄物の収集運搬業の許可等変更 県知事の許可 ○

第5条 建設業者の責務 分別の励行、リサイクルの推進 ○

第9条
対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の実
施

解体工事-床面積合計80㎡以上
新築・増築工事-床面積合計500㎡以上
その他の工作物に関する工事（土木工事等－請負代
金額500万円以上）

○

第10条
対象建設工事の発注者又は自主施工者の対象工事の届
出

発注者に工事計画等を説明し工事着手7日前までに
市長に届出書を提出

○

第12条 対象建設工事受注者の発注者への届出事項の説明 ○

第16条 対象建設工事受注者の再資源化等の実施 ○

第18条
対象建設工事の元請業者による発注者への特定建設資材
廃棄物の再資源化工事等の完了報告

発注者への完了報告 ○

第31条 技術管理者の設置（解体工事の監督） ○

第14条 特定建設作業の実施の届出
バックホウ（原動機定格出力80KW以上）を使用する作
業

○

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） ○

第14条 特定建設作業の実施の届出 くい打機 ○

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） ○

家電リサイクル法（特定家庭用機
器再商品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切
な引き渡し、料金の支払

指定家電（テレビ・冷蔵庫他）廃棄時のサイクル料金
の支払

該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①…管理者による簡易点検実施

②③④…該当機器無し
○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き
渡し義務

該当なし

第3条の１ 国土交通大臣に対する一般建設業の許可の申請 ○

第25条第１項 主任技術者の設置 ○

第25条第2項 管理技術者の設置 ○

第71条 騒音に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） 鉄骨及び橋りょうの組み立て作業 ○

第72条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 ○

第88条 振動に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） くい打機（振動規制法の特定建設作業に準ずる） ○

第８9条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

法令
リサイクル法（資源の有効な利用
の促進に関する法律）

第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

※１　一般法規の確認は、行政書士事務所(アスカ総合事務所）からの報告により確認

２． 違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

Ⅷ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

法規・条例・規制

該当なし

責務・
努力

振動規制法

自動車リサイクル法（使用済自動
車の再資源化等に関する法律）

法律

静岡県条例

フロン排出抑制法（フロン類の使用
の合理化及び管理の適正化に関
する法律）

浜松市産業廃棄物の適正な処理
に関する条例

義務

浜松市条例

静岡県生活環境の保全等に関す
る条例

静岡県産業廃棄物の適正な処理
に関する条例

建設業法

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律）

建設リサイクル法（建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律）

騒音規制法

８
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確認

1 ☑

2 ☑

3 ☑

4 ☑

5 ☑

6 ☑

7 ☑

8 □

遠鉄建設株式会社

代表取締役　平野 昌利

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無

環境に関連した事故はほとんどありませんでした。発生した事故について
は
同様の事故が起こらないよう再発防止に努めます

問題点の是正・予防措置の実施状況 是正・予防措置が必要な大きな課題はありませんでした。

環境経営計画

その他（                                 ）

Ⅸ　代表者による全体の評価と見直し・指示

２０２３年８月７日

１
・
見
直
し
関
連
情
報

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

環境経営目標及び目標達成状況
要員の増加に伴い電気代他、使用量が増加した項目があった。
次回以降の目標数値の算出方法を検討します。

環境経営計画及び取り組み実施状況 継続して取り組みます。

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

取引先、業界、関係行政機関、その他の外
部動向

継続して取り組みます。

記録に記載いたしました。

外部コミュニケーション・対応記録

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

　全体的に達成しているように見えるが細かい点でまだ取り組めるものもあるように思います。
　従業員が増えたり、案件のエリアや内容に拠るところが影響し、数値が増加している項目があります。内容の把握に努め、適性な
　ICTを活用し、移動のロスを減らすなどの取り組みを行いましたが、社用車に係るガソリンの使用量が増加しているため、エコドライブ
　の呼びかけを徹底し、意識向上に努めていきたいと思います。
　
　まだ、始めたばかりで手探りではありますが、目標を達成するよう環境経営計画等を見直すことを下記のよう環境管理責任者に指示
しました。

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

その他のシステム要素

環境経営方針

その他（外部への対応）

環境経営目標

環境に関する組織（実施体制含め）

９


